
２ 水田利活用自給力向上事業（新規） 【２１６，７２９百万円】

(1) 自給力の向上を図るため、水田を有効活用して、麦・大豆・米粉用米・

飼料用米等の戦略作物の生産を行う販売農家に対して、主食用米並の所得

を確保し得る水準を直接支払により交付する。

また、従来の助成金体系を大幅に簡素化し、全国統一単価の設定など分

かりやすい仕組みとする。

作物 単価(10a当たり)

麦、大豆、飼料作物 35,000円

新規需要米 80,000円

（米粉用･飼料用･バイオ燃料用米、WCS用稲）

そば、なたね、加工用米 20,000円

その他作物：地域で単価設定可能 10,000円

※他に、二毛作助成（15,000円/10a）を実施

(2) 米の「生産数量目標」に即した生産のいかんに関わらず、すべての生産

者を助成対象とする。

(3) なお、産地確立交付金、水田等有効活用促進交付金、需要即応型水田農

業確立推進事業は廃止する。

３ 推進事業等

○ 戸別所得補償制度導入推進事業（新規） 【７，６４１百万円】

戸別所得補償制度モデル事業の実施及び23年度からの本格実施への移行

に必要となる、システム開発・端末整備や直接支払に要する経費を確保す

るとともに、現場における事業推進や要件確認を行う市町村等に対し必要

な経費を助成する。

○ 統計調査事業（新規） 【３６２百万円】

平成23年度からの戸別所得補償制度の実施に向けて、なたね、そば等の

生産費や単収に係る新たな統計データを把握できるよう、調査内容を拡充

する。

お問い合わせ先：

１、３の事業；大臣官房政策課

戸別所得補償制度推進チーム（０３－６７４４－１８５０（直））

３の事業；大臣官房統計部管理課（０３－３５０２－５６２１（直））

２の事業；生産局農業生産支援課（０３－３５９７－０１９１（直））


